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解説
　本号の記事「ウマの骨折(P6～)」における調査データと、他の骨折の発生頻度に関する報告を比較する。P6～の記事中データは骨折により死亡あるいは殺処分になったウマのみを対象とし、ケンタッキーの家畜疾病診断センター（LDDC）が剖検したものであるため、他のデータとは多少の相違がみられる｡
　骨折は、LDDCにおける剖検馬の約8％(新生仔馬に多発する肋骨々折を除外すると約6％)に認められた。Verhaar(オランダ)は、臨床的に骨折と診断された割合は0.3％であったとしている(1965年)※1。一方、Frohnerは、戦争のない平時においてプロイセン軍馬が臨床的に骨折と診断された事例は、280,000頭中3,473件であり、発生率は1.2％であったとしている(1905年)。
　表１では、Frohner、LDDC全体および競走・調教中(LDDCのデータ)の3種類のデータにより、骨折の発生頻度(％)を比較した(記録方法が異なるため、完全な比較ではない)。近位種子骨々折は、LDDC全体では2％に過ぎないが、競走・調教中では38％を占めた。Frohnerの報告に種子骨々折は記録されておらず、これは種子骨々折が高速走行する競走馬のみに発生するとの事実に合致している。すなわち、プロイセンの軍馬は、高速走行する競走馬ではなかったのである。
　骨折の発生頻度は各データ間で近似する部分もみられるが､脛骨や骨盤においては著しい相違が認められた。脛骨および骨盤の骨折は、急な旋回や猛烈なダッシュを要求されるウマ（例えば、牧牛・ロデオ用）に多発することが知られており、このような運動はプロイセン騎兵隊馬においても訓練および活動の一部であった。一方､ケンタッキー州のウマにおいては、脛骨および骨盤骨折の発生頻度は低い。これは、同州のウマの大半はサラブレッド種競走馬および繁殖用馬であり、牧牛用馬やロデオ用馬が極めて少数である事実を反映している。

問い合わせ先：J.R.ﾙｰﾆｰ医師､jarooney@goeaston.net
表１　　骨折の発生頻度の比較(％)


Frohner
LDDC全体
競走・調教中
脛骨　　　　　　　18　　　　　　　　7　　　　　　　　1
骨盤　　　　　　　16　　　　　　　　9　　　　　　　　1
第1指(趾)骨　　　13　　　　　　　　3　　 　　　　　15

橈骨　　　　　　 　8　　　　　　　　3　　　　　　　　1
椎骨※２　　　　　　14　　　　　　 　11　　　　　　　　1
中手骨　　　　　 　7　　　　　　　　5　　　　　　　2.5
上腕骨　　　　　　2.5　　　  　 　　4　　　　　　　　3
※１：ルーニー･ＪＲ&ロバートソン･JL著　『ウマの病理学』（アイオワ州立大学出版、エームズ、アイオワ州、1996年発行）

※２：椎骨々折の発生箇所は記録されていないため、合計のみが記載されている。
各国の情報
2000年第１四半期
　ニューマーケットの国際照合センターおよび他の機関から、以下の報告が提供された。
　馬伝染性子宮炎(CEM)が、スウェーデンにおいて4頭の非サラブレッド種に発生した。

馬ヘルペスウイルス1型による流産は、フランスにおいてサラブレッド種2牧場と非サラブレッド種5牧場での発生が報告された。その他、日本4牧場、ドイツ1牧場、スイス2牧場で発生した。また、スイスの1牧場8頭は1型による麻痺が発生し、安楽死処分が実施された。EHVによる流産は、イギリスの4牧場でも発生した（1型3件、4型1件）。さらに、米国ケンタッキー州の16牧場でも、1型による流産が発生し、そのうち1牧場では9件の流産が認められた。EHVによる呼吸器系疾患は、フランスで広範囲に発生した。また、イギリスでも発生の報告があり、2施設のサラブレッド種から4型が同定された。
　馬伝染性貧血(EIA)は、多品種のウマが繋養されているフランスの馬術センターで発生し、36頭が安楽死処分となった。

馬ウイルス性動脈炎（EVA）は、ケンタッキー州のサラブレッド生産牧場で3月に発生、１厩舎16頭の牝馬とその仔馬が罹患した。EVAが当該牧場の他のウマあるいは他の牧場のウマへ伝播したかは不明である。今回の感染は、乳母から導入されたものと推察されている。
　馬インフルエンザは、フランスの多品種で多数発生した。また、スウェーデンの30施設とイギリスの1施設での発生も報告されている。
　3月、ピロプラズマ病（馬バベシア）抗体陽性のサラブレッド種１頭が、不注意により香港からオーストラリアに輸出された。当該馬はオーストラリア到着後の検疫中に安楽死処分となり、同一ロットとして輸入された他の6頭は、検査の結果すべて陰性であった。追跡調査により、当該馬は1999年1月に南アフリカから香港に輸入された時点において、すでに陽性であったことが確認された。このため、香港内のウマに対する一斉検査が実施されたが、現在のところ新たな陽性馬は摘発されていない。
　腺疫は引続き多くの国から報告されており、オーストラリア、アイルランド、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、スイスおよびイギリスで確認されている。

アメリカの疾病管理予防センター（CDC）は、1～2月にニューヨーク州で採取したイエカ属の蚊から、西ナイルウイルスが分離されたと報告した。
アメリカ国内の情報
馬原虫性脊髄脳炎(EPM)と有効なワクチンの見通し
　ここ10年間、Sarcocystis neuronaを原因とする馬原虫性脊髄脳炎（EPM）がウマの衛生問題として注目を浴び、議論されている。疾病に対する認識の向上は好ましいことであるが､残念なことに、EPMの場合はそのことが不利な要素になっている。すなわち、神経症状を示したウマがしばしばEPMと誤診されるためである。
　EPMは診断が容易ではないうえに、その化学療法剤は高価な割に十分な治療効果がみられない場合がある。これは、中枢神経系（CNS）が回復困難な損傷を受けた後に治療が開始されることが少なくないからである。この場合、EPMの診断は最愛そして貴重なウマにとって死刑宣告に等しいといえる。したがって、S.neuronaが引起こすEPMを予防する効果的なワクチンを開発し、EPMの診断および治療に対する困難性を払拭する必要性が提唱されてきた。
　予防接種とは、特定の感染性病原体に対する免疫応答を刺激することにより、以降その病原体に接触しても最小限の感染に留め、感染症状を殆どあるいは全く発生させなくする予防的手段である。ワクチン開発は、その抗原がウマに投与された際、病原体の抗原であると識別され、防御免疫が引き出され、適切な反応を起こすための最良の方法を模索することである。しかし、哺乳類の免疫システムとS.neuronaを含む殆どの病原体の分子構造は単純ではなく、免疫システムと寄生生物との相互作用は極めて複雑である。したがって、病原体の感染機序に関する基本知識を得ることにより、有効なワクチンの開発が初めて可能となる。しかし残念ながら、S.neurona自体に関する情報、感染馬の症状、さらに単純な感染から重篤な神経症状に至る機序は、依然として不明部分が多い。EPMに対する詳細な知識は、ワクチンを開発するうえで必ずしも絶対条件ではないが、有効なワクチンの効率的な開発においてデータ不足は大きな障害となっている。したがって、S.neuronaとウマの免疫システムに関する基礎的研究の発展が、免疫法の確立のために重要であるといえる。
　現在、アピコンプレックス類の寄生虫（S.neuronaを含む系統）に対する有効な市販ワクチンは存在しない。将来において、EPMに関する追加知見をもたない状態でのワクチン開発が、最小限の努力によって実現する可能性は否定できない｡しかし、寄生虫に対する従来のワクチン開発の実績から判断して､このようにして開発されたワクチンは、効果が不十分であり、副作用を伴う可能性が高いと推察される。EPMに対する安全かつ有効なワクチン開発は、多くの基礎研究、研究所および野外における試行錯誤、さらに多少の幸運によってもたらされるものであろう。
問い合わせ先：ﾀﾞﾆｴﾙ･K･ﾊｳ医師､電話(859)257-2437､dkhowe@pop.uky.edu、ﾏｯｸｽｳｪﾙ･H･ｸﾞﾙｯｸウマ研究ｾﾝﾀｰ。
乳母
　母馬の乳量不足､仔馬への授乳拒否、重篤な疾病の発症あるいは死亡などの場合、新生仔馬の管理が重大な問題となる。畜主は数週間にわたって哺乳ビンによる仔馬への授乳のため眠れぬ夜を過ごすか、あるいは乳母のサービスを受けることになる。乳母は高産乳の優しい性格をもつ牝馬であり、殆どは同じ馬房に入れられた仔馬を受け入れる。しかし、代理の母親という便利なサービスにより、大きな代償を払う必要が生じることもある。
　母馬を亡くした仔馬のために牧場に連れて来られた１頭の乳母が、到着後まもなく腺疫に罹患、その後6週間で3頭の仔馬と4頭の2歳馬が腺疫の臨床症状を発症したことが、日本で報告されている。また、ケンタッキー州では、受け入れ側の牧場に到着した複数の乳母が感染源となる呼吸器系感染症が発生している。このように、導入された乳母が受け入れ側の牧場に対し、劣悪な“贈物”をもたらす可能性がある。新入厩のウマは、感染症を伝播する危険性があるため、馬群への導入前に隔離期間を設けることが常識となっているが、このことは乳母に対しても同様と考えるべきである｡

受入れ側の牧場
　乳母が必要な牧場は、契約に基づいて借り受ける。その際、離乳後に乳母の受胎を確認して返す契約がなされることが多い。一方、乳母の予防接種および駆虫記録、EIA検査の結果およびその他衛生記録の情報が欠如していることが少なくない。いずれにしても、牧場に到着した乳母は最低7日間、できれば21日間、仔馬と共に隔離するべきである。この措置により、乳母が病原体（流産の原因となる馬ヘルペスウイルス１型を含む）を他馬に伝播させることを防止できる。また、畜主は常に獣医師に乳母の診察を依頼し、適切な予防接種および駆虫処置などの衛生管理を実施する必要がある。このことは乳母の健康を維持するのみならず、受け入れ側の牧場のウマが、特定の感染症に罹患することを防止するため必要な措置である。また、一般的に乳母の種付けはあて馬が供用されるため、あて馬に対しても種付期が始まる前に馬ウイルス性動脈炎（EVA）の予防接種を実施する必要がある。
乳母の畜主
　乳母の畜主も、乳母がどの牧場に行き、離乳後にどのような“病原体など”を持ち帰る可能性があるのかに対し、関心を払う必要がある。重大な病原体に対するワクチン接種など積極的な予防プログラムの実施が、乳母の畜主の利益にもなる。
　ウマ関連業界は、乳母を飼養している牧場主に個々の牝馬に対する健康パスポートを提供している。パスポートには、予防接種や駆虫の記録、種付日付、給餌状況、定期的なEIA検査の結果などの情報が記載される。このパスポートの活用は、乳母の畜主の評判と、その乳母の“質”が高まるのみならず、乳母の借主が自身の牧場の病気に関する記録に基づき、追加の予防的健康管理が必要か否かを判断するうえで有効となる。さらに、乳母の畜主と借主間の健康管理に関する情報交換により、乳母に対する予防接種や駆虫処置の重複は避けられる。乳母の所有者は、受け入れ側の牧場が実施した予防的健康管理に関する記録の提出を求めるべきである。その記録により、離乳後に乳母が戻った後の予防接種と駆虫処置のスケジュールを更新できる。
　乳母の畜主は、なぜ予防的な健康管理と記録保存に余分な労力と費用をかける必要があるのか。それは、畜主の名誉を守るとともに、乳母も借主の牧場で病原体に感染する可能性が存在するためである。予防接種の実施は、乳母が借主の牧場に病原体をもたらすことを防止するとともに、病原体が出産シーズンの終わりに乳母とともに貸手の牧場に侵入することを防止する。駆虫処置についても同様である。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎乳母の牧場における予防的な健康管理
· すべての乳母のEIA検査およびEVA予防接種

· 主要疾病に対する予防接種について、獣医師と相談する。

主要疾病は、破傷風、 東部および西部馬脳炎（EEE、WEE）、インフルエンザ、馬ヘルペスウイルス1型および4型、ロタウイルス（3回接種）、腺疫などである。

· 特定地域においては、狂犬病、ボツリヌス中毒（3回の基礎接種、その後は年1回の追加接種）、ポトマック熱（PHF）に対する予防接種を実施する必要がある。

· 駆虫剤の投与スケジュールを獣医師と相談する(条虫に有効な駆虫薬を含む)。

· 乳母の“健康パスポート”に、飼料条件、種付記録および悪癖などの情報を記載する
◎乳母が所属する牧場の種牡馬
· 馬動脈炎ウイルスワクチン未接種種牡馬の血清抗体価を測定することを目的とし､血液検査を実施する｡陰性の種牡馬に対しては、11月に予防接種を実施する。馬動脈炎ウイルスワクチン接種歴のない血清抗体価陽性の種牡馬は、精液の検査を実施する｡

◎ケンタッキー州におけるEVAに関する規則
· 乳母はEVAに対して血清抗体価が陰性であること。

· 乳母は規則に従い、認可されたEVAワクチンを接種されていること。あるいは、牧場内の他馬から隔離すること。

· あて馬となる種牡馬は、認可されたEVAワクチンを接種されていること。
問い合わせ先：ﾛﾊﾞｰﾀ･M･ﾄﾞﾜｲﾔｰ医師､電話(859)257-4285､emdwyer@pop.uky.edu、ﾏｯｸｽｳｪﾙ･H･ｸﾞﾙｯｸウマ研究ｾﾝﾀｰ｡
ケンタッキー州の情報

ケンタッキー州における狂犬病－1999年
　1999年、Frankfortの検査サービス部およびBreathitt獣医センターは、1､431件の動物検査サンプルを入手した(内80件は腐敗あるいは脳の損傷程度がひどく、検査には不適当であった)。狂犬病の摘発件数は家畜7件、野生動物28件のあわせて35件（2.4％）であった。
　年間35件の狂犬病の発生数は、過去5年間の平均発生数(32.4件)に比較して若干多い数字である。図１に示した各地区別の狂犬病陽性例の分布図は、必ずしも実際の狂犬病発生状況を反映してはいない｡これは提供されたサンプルの大半は、ヒトあるいは家畜と何らかの接触があったものに限られるためである。
　予想どおり、ケンタッキーにおける狂犬病陽性動物の大半はスカンクであった。アパラチア山脈以東の多くの州と異なり、ケンタッキー州ではアライグマ型狂犬病の動物間流行は発生していない。1999年には184頭のアライグマの検査が実施されたが、すべて陰性であった。しかし、疾病管理予防センターは、ウェストバージニア州からアライグマ型狂犬病がケンタッキー州に侵入する危険性があると予測している。前号で説明したとおり、連邦政府および州政府の複数の機関は、アライグマ型狂犬病の東部海岸地帯から西方向への拡散の防止活動に、積極的に取り組んでいる。
　2000年1月、トリッグ郡の1頭のウマが真性狂犬病に罹患していることが確認された。当該馬は異常な行動を示した後に、攻撃的、神経症状、発作および横臥などの所見を示して死亡した。6月現在、2000年のウマの狂犬病発生例は、この1頭のみに留まっている。
　ケンタッキー州公衆衛生局検査サービス部は、狂犬病変異株の検査を行なう準備を進めている。このことにより、検査を実施した動物における狂犬病ウイルスの発生源の確認が可能になるとともに、ケンタッキー州における野生動物の狂犬病伝播経路に関する貴重な情報が得られるであろう。
図１：ケンタッキー州における狂犬病分布状況(全35件)―1999年。コウモリ－６、ウシ－４、イヌ－２、キツネ－１、ウマ－１、スカンク－２１
問い合わせ先：ﾏｲｹﾙ･ｵｰｽﾗﾝﾀﾞｰ医師､電話(502)564-3418、疫学・保健計画部、ﾌﾗﾝｸﾌｫｰﾄ､ｹﾝﾀｯｷｰ州
ウマの骨折
　ケンタッキー大学の家畜疾病診断センター（LDDC）に搬入されたウマが、骨折と診断されることは珍しくはない。1995年－1997年の3年間において5､440頭のウマが剖検され、うち466頭が骨折と診断された。骨折は年齢に関係なく認められ（図２参照）、骨折部位および骨折の種類に大きな偏りは認められなかった（表２参照）。
　127件（27％）は、中軸骨格（頭蓋、椎骨、骨盤）に関連する骨折であった。一般的に、頭蓋骨々折はウマが後肢で立ち上がり転倒し、頭を地面に打撲することによって起こり、しばしばウマの取扱い中に発生する。頭蓋骨々折の発症により、ウマは直後に死亡するか、神経機能不全に陥り、鼻孔あるいは耳孔から出血後、間もなく死亡する（あるいは安楽死処分となる）。頭蓋骨々折では、底蝶形骨と後頭骨基部の骨折が多く、頭頂骨や前頭骨の骨折もみられた。椎骨々折の中では、頚椎骨折が最も多発した（33件）。これは、頚椎は頚部の可動範囲内にあり、脊柱の他の部分に比較して筋肉および骨による支持が少ないことによると考えられる。胸椎骨折は12件、腰椎骨折は6件、仙椎骨折は2件であった。椎骨骨折は外傷が原因である場合が最も多かった。一般的に、、骨盤骨折も転倒あるいは出産時の事故による外傷が原因である。
　肋骨々折は、骨折の中では最も多発した（65件で、すべての骨折の14％）。一般的には複数の肋骨を骨折しており、出産時の傷害、転倒、他馬あるいは物体との衝突、あるいは他馬に蹴られたことなどによる外傷が原因である。肋骨々折の殆ど（80％）は生後1ヶ月以内の仔馬であり、その多くは分娩時に発生している。肋骨々折は肺機能の低下をもたらすとともに、肺または心臓に損傷を及ぼす症例が多くみられた。骨折した肋骨数は1本から11本、平均約5本であった。多発部は第3～第10肋骨であり、骨折部位は通常肋骨の中央部であった。
　肢の骨折は、後肢より前肢で若干多くみられ､転倒、自らの蹴る行為および衝突などにより発生したが、原因不明例も少なくなかった。最も多発した骨折は、前肢では第３中手骨々折、後肢では脛骨々折であった。飛節関節より遠位の骨折例は稀であった。60件の肢骨折は競走時あるいは調教時に発生し、ウマは死亡あるいは安楽死となった。前肢骨折が49件（左23件、右26件）、後肢骨折が9件（左4件、右5件）であり、前・後肢双方の骨折例は2件みられた。競走時あるいは調教時の肢の骨折で最も多かったのは、近位種子骨々折であった（23件）。この骨折はいずれも前肢に発生しており、右前11件、左前12件であった。18件は内側と外側の両種子骨が骨折しており、内側のみ3件、外側のみ1件であった。第3中手骨の骨折（15件）は、左右肢に概ね同数発症していた。また、手根骨の骨折（4件）はいずれも右肢に発生していた。繋骨々折（9件）も左右肢にほぼ同数発生したが、後肢の発生数は前肢の2倍であった。競走時あるいは調教時に骨折を発症したウマは、牝21頭、牡17頭、セン馬16頭であった。
　今回の調査結果は、骨折により死亡あるいは安楽死処置がとられたウマのみが調査対象であり、治療あるいは手術例は含まれていない。このため、他の調査結果とはある程度の相違がある。しかし、今回の結果は、骨折の発症が珍しい事象ではないこと、あらゆる骨および部位に発生し得ることを示唆している。
図２：ウマの年齢による骨折の発生件数。２２―胎児、７４―０～１ヶ月齢、１０７―２～１２ヶ月齢、１９６―１２ヶ月齢以上
表２：骨折の箇所。
箇所　　　　　件数　　　　　　　　　箇所　　　　　件数
肋骨　　　　　６５　　　　　　　　　第１指(趾)骨　　　１７
椎骨　　　　　５３　　　　　　　　　手根骨　　　　１３
骨盤　　　　　４３　　　　　　　　　肩甲骨　　　　　７
第３中手骨　　４０　　　　　　　　　肘部　　　　　　５
近位種子骨　　３７　　　　　　　　　足根骨　　　　　３
脛骨　　　　　３７　　　　　　　　　第２指(趾)骨　　　　２
大腿骨　　　　３４　　　　　　　　　第３指(趾)骨　　　　１
頭蓋　　　　　３２　　　　　　　　　尺骨　　　　　　１
第３中足骨　　２４　　　　　　　　　舟状骨　　　　　１
上腕骨　　　　２３　　　　　　　　　下顎骨　　　　　１
橈骨　　　　　１８
問い合わせ先：ﾆｰﾙ･M･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ医師､電話(859)253-0571、nmwillia@ca.uky.edu.家畜疾病診断ｾﾝﾀｰ、ﾚｷｼﾝﾄﾝ、ｹﾝﾀｯｷｰ州。

⇒ページの一番下に！！！

前号のお詫びと訂正

前号(Vol.8, No.3  2000年4月号)の2ページ4行目で馬伝染性子宮炎とあるのは、馬伝染性貧血の誤りでした｡お詫びして､訂正いたします｡

(裏表紙内側)

	軽種馬防疫協議会

(http://www.equinst.go.jp/keibokyo-homepage/ )

　日本中央競馬会､地方競馬全国協会、全国公営競馬主催者協議会および日本軽種馬協会によって構成され､軽種馬の自衛防疫を目的とする協議会です。
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